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インターネット利用ならびに情報発信に関わる校内規定

指宿市立西指宿中学校

１．目的

この校内規定は，指宿市立西指宿中学校（以下「本校」）の教育活動をより効果的に行

うために，インターネット上への情報発信のあり方を示すと共に，教師及び保護者の人権

を尊重し，安全かつ有効な情報発信に努めるために定める。

２．責任範囲

校長は本校のホームページ・ブログに掲載された情報についての責任を負う。

３．情報教育委員会の設置と情報発信等の取り扱い

(１) 校長は，インターネットの適正な利用を図るため，「ホームページ・ブログ担当者」

を選任する。

(２) ホームページ・ブログ担当者は，本校ホームページ・ブログの作成・管理等を行う。

(３) ホームページ・ブログ担当者は，作成したホームページ・ブログを一般に公開する

前に，校長の決裁を受ける。

４．ホームページ・ブログの公開

本校ホームページ・ブログの公開目的は，次の通りとする。

(１) 本校の教育活動をホームページ・ブログ上に公開することにより，本校の教育活動

についての理解を図り，学校教育目標の実現に資する。

(２) 教育活動の情報としては，学校行事を含めた学校の様子等の紹介とする。

５．ホームページ・ブログの更新

ホームページ・ブログの内容については，校長の指導のもとに，よりよい情報発信がで

きるように，常に検討を加え新しい情報に更新するものとする。

６．個人情報の保護

インターネット上に情報を発信するときには，生徒の個人情報，肖像権，及び生徒の著

作権の保護に努める。（新入生保護者に「肖像使用について（お願い）」文書を配布し、

同意を得る。）

(１) 生徒及び職員の個人情報とは，個人が特定できる情報（氏名・住所・電話番号・写

真・所属等）及び，その生徒に関する情報（成績・身体的特徴・家庭環境・健康状態等）

を指す。

(２) インターネット上には，みだりに個人情報を発信しない。情報発信する際は，人権

に配慮した情報発信を行う。

(３) 教育委員会もしくはその他の組織・団体，または個人から学校の発信内容に関する

指摘を受けた場合は，速やかに適切な処置を執る。
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７．発信内容の提供

本校がインターネット上で発信する内容について，インターネット接続環境にない保護

者及び生徒にも，その内容を提供するよう努める。

８．情報モラルについての指導

著作権，知的所有権，個人情報の保護，他者への配慮等，情報モラルについて生徒に十

分認識させるための指導カリキュラムを作成し，適宜実施する。

付則

この規定は，令和２年４月１日より施行する。

※ 本校ホームページ・ブログの内容についてのご意見・ご感想などは直接学校まで連絡

をお願いします。

＜著作＞

この『指宿市立西指宿中学校ホームページ・ブログ』の著作権は すべて指宿市立西指

宿中学校にあります。

このホームページ・ブログ上に公表された一部または全てのデータを無断でコピー（複

製）・編集・改変すること、無断で複製したものを配布することは固く禁止します。


